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う 職
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め 施 の す 額 員
る 行 前 る 等 の
こ 日 日 こ を 給
と に に と 受 与
と お お と け に
し け い し る 関
た る て た 職 す
給 職 。 員 る（

第 料 務 の 条
一 月 の 給 例
条 額 級 料 等
及 及 に の の
び び お 切 改

（
北 お は 任の
海 け 、 期記
道 る 公 付入
人 最 布 職方
事 高 の 員法
委 の 日 にを
員 号 か つ定
会 俸 ら いめ
規 を 施 てる
則 超 行 、こ
七 え す 管と
る る 理と一 給 こ 職し

こ 任 員 定 任 る 任 支
と 期 特 め 期 こ 期 給
と 付 別 る 付 と 付 に
し 職 勤 こ 職 と 職 関
た 員 務 と 員 し 員 す
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三 二
３ ２ １ た

こ 施 内 め（
の 行 そ 勤 第 期 容 、
規 期 の 勉 二 こ末
則 日 他 手 十 の手
は 規 当 八 規当
、 定 の 条 則及

北 海

一 ◇ 三
変 一 給
更 平 趣 ） こ 施 三与
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れ 十 規 期 関支
る 五 則 日 係給
こ 年 は ）に
と 度 、 。関

道 公 報

二
３ ２ １ と
月 の る 内 し

こ 額 一 北 こ 特 容 た
の 及 部 海 と 例 。
規 び を 道 と 措
則 給 改 職 し 置
に 料 正 員 た の

号外第

一 ◇ 三
関 一 会 平
す 部 北 趣 規 成 こ 施
る を 海 旨 則 十 の 行
特 改 道 七 五 規 期
例 正 職 年 則 日
措 す 員 一 三 は
置 る の 〇 月 、

号

２
こ の 平
と 規 施 成
と 定 行 十
し に 日 四
た よ の 年
る 前 十

平 の 成 、 をび
成 整 績 第 制勤
十 備 率 二 定勉
五 を の 十 す手
年 行 割 九 る当
四 う 合 条 こに
月 こ を の と係
一 と 改 七 とる
日 と 正 及 し在
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伴 ら 成る
い 三 十規
、 月 五則
期 期 年の
末 の 一一
手 期 月部当 末 一を及 手 日改び 当 か正勤 が らす勉 廃 施る手 止 行規
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ほ い 第 る ） な
か て 五 条 。 る
、 定 項 例 期
必 め 第 及 間
要 る 二 び （
な こ 号 一 継
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係 を て 日
） 受 一
。 け 般
て 職
い の
た 任 金
職 期
員 付 曜
の 研

す と 九 にる し 条 つこ た の いと 九（ てと 第 関
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手 は ま 調 調
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条 辞 と 特 第 人 け

平 令 す に 四 事 れ
成 任 書 る 必 十 委 ば
十 命 の 。 要 八 員 な
四 権 交 が 号 会 ら
年 者 付 あ ） は な
十 は ） る 第 、 い

北 海

第
資 事 求 用 二 う 条（
格 さ め す 条 任 。 例
、 せ る る 期 ） 第
経 よ 圧 場 任 を の 二
歴 う 力 合 命 定 採 条
、 と 又 に 権 め 用 各
実 す は は 者 た 及 項
務 る 働 、 は 採 び
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第 北
六 一 海 一（
十 条 趣 道 平 般
七 旨 一 人 成 職
号 こ ） 般 事 十 の
。 の 職 委 四 任
以 規 の 員 年 期
下 則 任 会 十 付
は 期 規 二 職

号外第

二
二 を に

こ 施 項 行 係
の 行 関 う る
規 期 係 こ 特
則 日 ） と 地
は 。 と 勤
、 す 務

号

一
三

平 趣 五
成 旨 ）
十 及
四 び
年 内
四 容

二 、 と 三 地 も
月 次 認 条 方 の
二 に め 第 公 と
十 掲 る 三 共 す
日 げ と 項 団 る

る き の 体 。
場 は 承 の
合 、 認 一
に 行 に 般

金 は 政 当 職
、 運 た の

曜 職 営 っ 任
員 に て 期

のの 業 き 性 、 用 給 規経 務 か 別 条 の 与 定験 に け そ 例 公 の に等 必 そ の 第 正 特
よに 要 の 他 二 の 例
り基 と 他 選 条 確 に
任づ さ の 考 各 保 関
期き れ 不 さ 項 ） し
を経 る 当 れ の 必
定歴 専 な る 規 要

評 門 影 者 定 な め
定 的 響 の に 事 て
そ な を 属 基 項 採

「
条 、 付 則 月 員
例 一 職 一 二 の
」 般 員 九 十 採
と 職 の 日 用
い の 採 〇 等
う 任 用 に
。 期 等 関
） 付 に す
第 職 関 る
四 員 す 規
条 の る 則
第 採 規 を
二 用 則 北 こ

平 る 手
成 た 当道
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適 対 合 俸 た 基 の
平 用 応 に 額 礎 定（
成 さ す あ 新 の 給 め
十 れ る っ た 合 料 る
四 る 同 て に 計 月 給
年 給 表 は 職 額 額 料
十 料 の 、 員 か に 月
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４
新 に 務 め け に 附
た 受 の る る 新 新 則
に け 級 職 当 た 基 第
職 る 及 員 該 に 準 三
員 給 び に 職 職 日 項
と 料 号 あ 員 員 以 の
な 月 俸 っ に と 後 次

道 公 報

３
附 新 に 捨 に の あ
則 基 新 新 て 掲 仮 る
第 準 た 基 た げ 定 職
四 日 に 準 額 る 給 を
項 の 職 日 ） 割 料 占
中 前 員 以 を 合 の め
日 と 後 加 を 月 る

号外第

数 月 し 得 関 び こ に 会
欄 三 な ら す 旧 の お の
に 十 い れ る 基 項 い 定
掲 一 職 る 規 準 に て め
げ 日 員 額 則 日 お る「
る ま の の の い 旧 異（
調 で 給 合 附 対 て 基 動

号

級 俸 高
の の の
最 号 号
高 数 俸
の を の
号 超 号
俸 え 数

二 月 調 新 と ら 基 額
月 額 整 た な み づ 。
二 数 に っ な き 以（
十 新 欄 職 た し 新 下
日 た に 員 日 基 基 こ

に 掲 と に 礎 準 の
職 げ な 受 給 日 項
員 る っ け 料 の に
と 数 た る 月 前 お

金 な を 日 号 額 日 い
っ 加 に 俸 と に て

曜 た え 受 が 新 お 「
日 た け 附 た け み

っ 額 の て 係 な に に
た が 新 は る っ 新 次
日 職 基 、 調 た た の
後 務 準 人 整 者 に 二
に の 日 事 数 に 給 項
人 級 の 委 と 限 料 を
事 の 前 員 み る の 加
委 最 日 会 な 。 調 え
員 高 に の し ） 整 る
会 の お 定 た の を 。
の 号 い め 場 う 行
定 俸 て る 合 ち う
め の 適 日 に 、 職

「
前 に な に え 乗 額 間
二 お っ 新 た じ と 、
項 け た た 額 て の 同
」 る 者 に と 得 差 条
を 当 を 給 す た 額 の
該 除 料 る 額 に 規「

附 職 く の 。 附 定（
則 員 。 調 そ 則 に
第 に ） 整 の 別 よ
二 係 の を 額 表 り
項 る 給 行 に 第 算
か 調 料 う 一 二 出
ら 整 の 職 円 の し

整 の 料 計 則 応 準 を「
数 間 の 額 第 給 改 日 し
に 調 四 料 正 の た（ （

次 お 整 以 項 月 後 対 職
項 い 額 下 に 額 の 応 員
か て は こ お を 仮 給 に
ら 引 、 の い 算 定 料 あ
附 き 改 項 て 出 給 月 っ
則 続 正 に の 料 額 て「
第 き 後 お 改 基 の 」 は
五 当 の い 正 礎 月 と 、
項 該 規 て 前 と 額 い 人
ま 職 則 の し 」 う 事「

の る を
給 号 超
料 数 え
月 の な
額 も い
を の 号
超 で 数
え あ の
る る 号
給 職 俸
料 員 で
月 及 同
額 び 年

日 に 号 る 則 に る な
受 数 号 別 職 改 し
け の 俸 表 員 正 基
る 号 の 第 と 後 礎
職 俸 号 一 な の 給
務 ） 数 の っ 規 料
の の に 号 た 則 月
級 平 当 俸 日 第 額
の 成 該 欄 に 三 」
号 八 号 に 受 条 と
俸 年 俸 掲 け の い
が 一 欄 げ る 規 う
平 月 に る 職 定 。
成 一 掲 号 務 に ）

る 給 用 。 、 当 を
異 料 さ 以 新 該 占
動 月 れ 下 た 職 め
を 額 る こ に に る
し を 給 の 職 係 こ
た 超 料 項 員 る と
職 え 月 に と 調 と
員 る 額 お な 整 な
に 給 い っ 数 っ（
あ 料 新 て た を た
っ 月 た 同 日 新 職
て 額 に じ 基 員（
は で 職 。 人 準 （
、 あ 員 ） 事 日 新

前 数 調 を 未 左 た
項 と 整 占 満 欄 額
ま み 額 め の に に
で な に る 端 掲 、
」 し つ こ 数 げ 改
に て い と が る 正
改 、 て と あ 期 前
め 前 は な る 間 の
、 項 、 っ と の 仮
同 の 当 た き 区 定
項 規 該 職 は 分 給
を 定 職 員 、 に 料
附 を に そ 応 の（
則 準 係 新 の じ 月

で 又 第 改 規 て と 。 委
に は 三 正 則 こ い ） 員
お 当 条 前 」 の う と 会
い 該 の の と 規 。 の が
て 職 規 仮 い 則 ） 差 別
と 定 定 う に が 額 に「

調 改 に 給 。 よ 、 の 定
整 正 か 料 ） る 旧 二 め
数 後 か の 第 改 基 分 る
」 の わ 月 三 正 準 の 給
と 規 ら 額 条 前 日 一 料
い 則 ず 」 の の の を 月
う 別 、 と 規 給 対 減 額
。 表 平 い 定 料 応 じ 。

で 新 四
あ 基 月
る 準 一
職 日 日
員 の に
並 前 お
び 日 け
に に る
新 受 当
基 け 該
準 る 職
日 給 務
以 料 の
後 月 級

八 日 げ 俸 の よ 及
年 に る で 級 り び
一 お 号 あ 及 算 み
月 い 俸 る び 出 な
一 て に 場 号 し し

附則別表第二
附

平成 年１月
則

同年３月 日

人 る と に 委 の 基
事 職 な 受 員 前 準
委 員 っ け 会 日 日
員 及 た る の に 以
会 び 日 職 定 お 後

附 者
則 に
別 あ１日から
表 っ

まで を て

第 用 る 基 端 同 額
六 す 調 準 数 表 と
項 る 整 日 を の 改
と 。 数 以 切 右 正
し を 後 り 欄 後
、

５
れ 料 な 異 そ 応 の
ら の っ な 新 の じ 月
の 調 た る 基 端 同 額
職 整 職 職 準 数 表 と
員 額 員 に 日 を の 改

） 第 成 う の の 給 た 以
が 一 十 。 例 調 料 額 下
同 の 八 ） に 整 月 こ（
一 調 年 に よ 額 額 以 の
で 整 三 達 り に 及 下 項

調 に 給 規 が 額 に に る
整 か 料 則 、 の 定 職 給
数 か の 第 旧 二 め 員 料
が わ 月 三 基 分 る と 月
同 ら 額 条 準 の 給 な 額

に 額 の
人 が 最
事 職 高
委 務 の
員 の 号

級 職 日
の 務 に
最 の お
高 級 け
の の る

平成 年４月
平成 年３月

平成 年４月
平成 年３月

平成 年４月
平成 年３月

附 は
１日から 則 、

別 前日まで 表 項
第 ）１日から 一 の
と 規日まで
し 定
、 を１日から
同 準

日まで 表 用
の す
次 る

に に で 異 の 切 右 正
係 つ 当 動 前 り 欄 後
る い 該 し 日 捨 に の
調 て 職 た に て 掲 仮
整 は を も お た げ 定
数 、 占 の い 額 る 給
と こ め 又 て ） 割 料
み れ る は 給 を 合 の
な ら こ 新 料 加 を 月
し の と 基 の え 乗 額
て 異 と 準 調 た じ と
、 動 な 日 整 額 て の
附 後 っ 以 を と 得 差

一 ず 」 の 日 一 料 っ が
で 、 と 規 の を 月 た 職
あ 平 い 定 対 減 額 日 務
る 成 う の 応 じ 。 後 の
職 十 。 例 給 た 以 に 級
を 八 ） に 料 額 下 人 の
占 年 に よ 月 こ 事 最（
め 三 達 り 額 以 の 委 高
る 月 し 得 及 下 項 員 の
間 三 な ら び こ に 会 号
、 十 い れ 旧 の お の 俸
同 一 職 る 基 項 い 定 の
条 日 員 額 準 に て め 給

号 最 当
俸 高 該
の の 職
号 号 務
数 俸 の
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超 号 の
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号 超 の
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則 の た 後 行 す た 額
第 職 日 に う る 額 に
二 に 後 新 職 。 附（
項 係 に た を そ 則
る 調 に 占 の 別（

新 調 整 給 め 額 表
基 整 数 料 る に 第
準 数 が の 職 一 二
日 を 異 調 員 円 の
以 新 な 整 で 未 左
後 基 る を 新 満 欄
に 準 職 行 基 の に
新 日 に う 準 端 掲
た の 異 職 日 数 げ

の ま の の 日 お る 料「
規 で 給 合 の い 旧 異 月
定 の 料 計 対 て 基 動 額
に 間 の 額 応 準 を を「
よ に 調 給 改 日 し 超（
り お 整 以 料 正 の た え
算 い 額 下 月 後 対 職 る
出 て は こ 額 の 応 員 給
し 引 、 の を 仮 給 に 料
た き 改 項 算 定 料 あ 月
額 続 正 に 出 給 月 っ 額
に き 後 お の 料 額 て で
、 当 の い 基 の 」 は あ
改 該 規 て 礎 月 と 、 る

の 号 号
で 数 数
あ の を
る 号 超
職 俸 え
員 で る
及 同 号
び 年 数
新 四 の
た 月 号
に 一 俸
職 日 又
員 に は
と お 同

に 前 動 を 以 が る
職 日 し 占 後 あ 期
員 に た め に る 間
と お も る 調 と の
な け の こ 整 き 区
っ る の と 数 は 分
た こ 給 と が 、 に

正 職 則 と 額 い 人 職「
前 又 第 改 し 」 う 事 員
の は 三 正 て と 。 委 並
仮 当 条 前 改 い ） 員 び
定 該 の の 正 う と 会 に
給 職 規 仮 前 。 の が 新
料 と 定 定 の ） 差 別 た

な け 日
っ る に
た 当 お
日 該 け
に 職 る
受 務 当
け の 該
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